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 ご使用のきまり  
 
□ 使用の制限 

   霊園の諸施設は、祭祀、工事等のため組合の許可を受けて臨時に使用する場合のほか、その本

来の目的以外に使用することはできません。 
 
□ 埋蔵物の制限 

   墓所には次の物以外は埋蔵することができません。 
   １ 焼骨 
   ２ 遺髪、爪等 
   ３ 焼骨を埋蔵してあった部分の土 
 
□ 使用権の承継 

   墓所の使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき方が承継使用許可申請をおこない、組

合の許可を受けた方が承継できます。 
 
□ 使用許可の取消 

   使用者が次に該当するような場合は、使用許可を取り消すことがあります。使用許可が取り消

された場合、使用者は使用墓所を原状に復し組合に返還しなければなりません。また、使用者が

この措置をおこなわないときは、組合により執行できることになっております。 
   １ 使用許可を受けた目的以外に使用したとき 
   ２ 使用許可を受けた日から囲障（巻石）を設置しないで３年を経過したとき 
   ３ 維持費を納入期限から４年を過ぎても納付しないとき 
   ４ 使用墓所を転貸し、または使用権を譲渡したとき 
   ５ その他、法令・条例・規則等に違反したとき 
 
□ 使用権の消滅 

   次のような場合は使用権が消滅します。 
   １ 使用者が死亡された日から４年を経過しても、承継者（祭祀を主宰する方）から申請がな

いとき 
   ２ 使用者の住所が不明となって７年が経過したとき（届出住所に郵便物等が届かない状態を

含みます。） 
    使用権が消滅した場合は、無縁墓所とみなし、埋蔵遺骨の改葬をおこない、所在物件を移転 

することがあります。 

 
□ 墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳 

   墓所の使用を許可した証として「墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳」を交付します。 
 
□ 維持費について 

   維持費は、霊園の広場、園路、樹木等共用部分全体を維持、管理するための費用等にあてられ

ます。したがいまして使用墓所内の清掃および墓碑等の管理は各使用者ご自身でおこなってくだ

さい。 
   維持費には、「短期分納（３年分）」と「長期分納（２０年分）」の２種類があり、使用者のご

都合により「３年ごと」または「２０年ごと」に前納していただきます。 
   維持費を納入された場合は、墓所使用許可書の維持費欄に納入事項の記入を受けてください。 
   なお、維持費の金額は、今後の経済情勢等により改定される場合がありますが、この場合でも、

すでに納められた期間の分については、追加請求はいたしません。 
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□ 墓碑等を設置する場合の制限 

   囲障（巻石）、墓碑等を設置する場合、各区分により次のような制限を設けています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基準図（１）　　規格墓所（第２区）における墓碑等建立基準図

墓碑は前面墓参路に面して建立すること。

巻石の高さ
旧２区（　1列～22列）：20㎝

新２区（23列～29列）：30㎝

区 列 種　別
囲障（巻石）の高さ

（組合の定める基準点より）
墓碑の高さ

（巻石上面より）
玉垣の高さ

（巻石上面より）
植　　栽

１区 全域 平面墓所 50㎝以下 2ｍ以下 50㎝以下 2ｍ以下

２区 全域 規格墓所 設置できない 50㎝以下

1～24列 50㎝以下

25～27列 30㎝以下

1～28列 50㎝以下

30～35列

5～6区 全域

７区 12列以外

７区 12列 壁型墓所 設置できない 50㎝以下

8～11区 全域

１２区
　 1・4
　7～10列

１３区 1・4列

１２区
　 2・3
　5・6列

１３区
　 2・3
　5～9列

１３区 13列 芝生墓所 設置できない 基準図（３）による 設置できない 植栽できない

３区

４区

2ｍ以下

その他の注意事項

　　墓碑等への
　　刻入文字について

　墓碑等には建立者として使用者の姓名を記し、家名を記すときは、使用者の姓とする。
　*　事情により、使用者の姓以外で墓碑を建立する場合は、組合の許可が必要です。

　*　使用者以外の姓を刻入する場合は、事前に組合事務所と相談し、許可を受けてください。

　*　囲障（巻石）は、境界からそれぞれ１㎝以上控えること。
　*　囲障の基準点については、各区域により組合で定めています。組合の指示を受けてください。

　*　使用墓所には、犬、猫等のペット類は一切埋蔵できません。埋蔵を想起するようなモニュメント類の設置、

     刻入等もできません。

平面墓所

平面墓所

30㎝以下

50㎝以下

30㎝以下

50㎝以下2ｍ以下

スロープ
墓　　所

施工参考図による

基準図（１）による

2ｍ以下

基準図（２）による

2ｍ以下
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基準図（３）　　芝生墓所における墓碑等建立基準図

墓碑は前面墓参路に面して建立すること。

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

施工参考図  　スロープ墓所における巻石施工参考図

※巻石を水平施工した場合、後面の高さは、各墓所の傾斜によって異なります。

４０ｃｍ以下で施工してください。
墓参路 ※基準点は組合が明示します。
９０ｃｍ

墓参路
←　　奥行　２００ｃｍ（施工１９８ｃｍ以下）　　　　　→ ９０ｃｍ

基準図（２）　　壁型墓所における墓碑等建立基準図

巻石（囲障）は、境界からそれぞれ１㎝以上控えること。



 6 

 
 
 

 各種手続きについて                           

 
○ 墓所に納骨されるとき 

   ご遺骨を墓所に埋蔵されるときは、墓地、埋葬等に関する法律および霊園規則により、組合へ

の届出が必要です。 
下記の必要書類を提出し、埋蔵歴記録帳に埋蔵事項の記入を受けてください。届出がなければ

組合で墓籍の管理ができませんので、必ず手続きをしてください。 
 

（手続きに必要なもの） 

    ◇ 埋蔵許可申請書（組合事務所窓口にあります。） 
    ◇ 墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳 
    ◇ 火葬許可証（火葬執行済証明のあるもの）または、改葬許可証 
    ◇ 印 鑑・・・認印 
    ◇ 手数料・・・８００円  
 

○ 他の墓所等からご遺骨を移されるときの手続き（改葬許可証について） 

 

（手続きの順序） 

     ① 埋蔵してある墓地等の所在地の市町村役場で「改葬許可申請書」の用紙をもらう。 
※ 用紙は組合事務所窓口にも用意しておりますが、地域によって使用できない場合があ 

ります。 
② 墓地等の管理者に申し出て①の申請書に埋蔵事実の証明をしてもらう。 
③ ②の証明のある「改葬許可申請書」を市町村役場に提出し「改葬許可証」を交付しても

らう。 
（注意）土葬していた遺骨を改葬し、当霊園に埋蔵する場合は、火葬する必要があります。 

 
○ 住所等を変更（表示変更を含む）されたとき 

   住所（住居表示変更を含む）や本籍地、氏名を変更されたときは、すみやかに組合へ届出をお

願いします。組合からの郵便物が届かずに、住所不明扱いとなる場合もあります。 
住所不明のままで７年が経過しますと、霊園条例第１４条によって使用権が消滅することにも

なりますので、特にご注意ください。                                 
 

（手続きに必要なもの） 

    ◇ 住所等変更届出書（組合事務所窓口にあります。） 
    ◇ 墓所使用許可書 
     ◎ 本籍・氏名変更のときは・・・・・戸籍抄本 
     ◎ 住所変更（転居）のときは・・・・住民票 
     ◎ 住居表示変更のときは・・・・・・住居表示変更証明書 
    ◇ 印 鑑・・・・・・・・・・・・・・認印 
 
○ 墓所を承継して使用されるとき 

   現使用者が死亡されて、墓所の祭祀を承継して使用される場合は、墓所承継使用許可申請（名

義変更許可申請）をして、組合の許可を受けてください。 
   現使用者が死亡されてから、４年を経過しても承継者からの申請がない場合は、霊園条例第１

４条によって使用権が消滅してしまいますので、くれぐれもご注意ください。 
   承継者とは、当該墓所の祭祀を引き継がれる方で、相続人全員を含む親族間の協議によって、

祭祀の主宰者として認められた方です。また、承継者は死亡された現使用者の祭祀についても主

宰者であることを原則とします。 
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（手続きに必要なもの） 

   承継者と現使用者との続柄や承継事情によって提出していただく書類が異なります。承継申請

される場合は、事前に組合事務所で必要書類をご照会ください。 
    ◇ 墓所承継使用許可申請書（組合事務所窓口にあります。） 
    ◇ 墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳 
    ◇ 承継者の戸籍謄本・住民票・実印及び印鑑登録証明書 
    ◇ 現使用者の死亡事項が記載された戸籍 
    ◇ その他・・・・・協議書や戸籍など、親族間の協議事実を証明するのに必要とする書類 
    ◇ 手数料・・・・・３，０００円 
 
○ 祭祀が絶えることが予想される場合（承継者がいない場合） 
   現使用者に、祭祀を引き継ぐ承継者がいない場合は、使用中の墓所を返還し、「虹の丘」（飯盛

霊園の合葬墓）への改葬を申請することができます。 
   「虹の丘」は承継者を必要としない新形式のお墓で、単身者や承継者のいないご夫婦等にも使

用いただける埋蔵施設として、飯盛霊園組合が永代に亘って管理運営する墓所です。 
   使用墓所を返還し、「虹の丘」に改葬される場合は、すでに埋蔵されている埋蔵者の「虹の丘｣

使用料の免除規定や、返還届を提出される現使用者の生前予約制度などありますので、承継者が

なく、祭祀の将来を心配されている使用者の方は、組合事務所にご相談ください。 
 
○ 墓所使用許可書をなくされたら 

  「墓所使用許可書」を紛失または汚損したときは、再交付の手続きをしてください。 
   墓所使用許可書は、ご遺骨を埋蔵される時や墓所を承継して使用する時に墓所の使用権を証明

する大切な書類です。 
   また、石碑を建立される時などに必要となりますので、大切に保管ください。 
 

（手続きに必要なもの） 

    ◇ 墓所使用許可書再交付申請書（組合事務所窓口にあります。） 
    ◇ 使用者本人が申請に来られる場合・・・・・ 使用者本人を確認できる書類 

（運転免許証・パスポート等） 
    ◇ 使用者以外の方が申請に来られる場合・・・ 実印及び印鑑登録証明書 
    ◇ 手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８００円 
 
○ 囲障（巻石）や墓碑等を設置する場合 

   墓所に建立される墓碑等については、その寸法や刻入文字に若干の制限があります。石材業者

との契約前に必ずこの制限を確認してください。（３・４頁参照） 
   囲障（巻石）や墓碑等を設置する場合は、使用者と施工業者（石材業者等）との連名で臨時使

用許可申請書を提出し、組合の許可（立会い）を受けてください。申請書は、施工業者が施工予

定日の１ヶ月から２日前までに、墓石建立図または施工図面及び臨時使用料を添えて、組合に提

出してください。 
   なお、石材業者に施工依頼されるときは、軽微な工事等であっても墓所使用許可書を確認のう

え、墓所使用者名、墓所番号、許可番号などを正確にお伝えください。 
お盆・お彼岸の期間中、年末年始、土、日、祝等は、墓参者の事故防止のため、工事施工は禁

止しております（工事はできません）。ご了承ください。 
 

    
当組合では石材業者の指定制度や登録制度は採用しておりません。 

当組合の規則を守っていただける業者であれば全国どこの石材業者であっても同じ条 
件で施工できます。ただし、当霊園で初めて施工する石材業者には、規則をお知らせす 
る必要がありますので、事前に組合事務所へお問い合せください。 
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○ 不要墓所は返還してください 

   他の霊園を確保されたり、遠隔地に転宅するなどの理由で当霊園の墓所が不要となりましたら、

組合に返還の届出をお願いします。墓所の使用権は、親族間であっても譲渡したり転貸すること

は一切できません。 
   返還いただきますと、墓所の使用状態により、下記により既納の使用料を還付することができ

ます。 
   返還をいただいた墓所は、墓所を必要とされる方に貸与できますので、よろしくお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （手続きに必要なもの） 

    ◇ 墓所返還届（組合事務所窓口にあります。） 
    ◇ 墓所使用許可書・埋蔵歴記録帳 
    ◇ 実印及び印鑑登録証明書 

その他・・・墓所の使用状況により組合がその他の書類の提出をお願いする場合があります。 
 

 

 そ の 他 

 

□ 個人情報の取扱いについて 

   飯盛霊園では、墓地及び墓籍の管理に資する目的で、使用者の皆様から個人情報（プライバシ

ー）をご提供いただく場合がございます。 

ご提供いただきました使用者の方々の個人情報は、飯盛霊園のプライバシーポリシーに則り、

適切にお取り扱いいたしております。 

個人情報は、本来の目的にのみ利用し、原則としてご本人の同意なく第三者に提供するような

ことはありません。 

 

□ 墓所位置照会業務 

   墓参に来られたご親戚やご友人の方が、墓地の位置が分からず、お困りの場合がございます。 

   このような場合、飯盛霊園では墓地管理の一環として、故人のお名前や使用者のお名前を確認

し、ご使用の墓所をお応えする「墓所位置照会業務」を実施しております。 

   この業務を不要とされる使用者の方は、直接、組合事務所に「照会業務停止」のご連絡いただ

きますようお願いいたします。 

 

□ 「霊園だより」の発行について 

使用者の方には、年に１度「霊園だより」をお届けします。 
各種手続きなどに変更があった場合は、霊園だよりでお知らせします。 

 
 
 
 
 
 

使用許可時よりの経過年数

３年以内の年数

３年を超え６年以内の年数

６年を超える年数

　維持費は永代維持費または長期分納維持費を納入されている場合に限り、使用期間分を年単位で
差し引き、残額を還付することができます。

  注：「既使用」とは、石碑又は木標を建立した状態をいいます。巻石を施工しただけの状態は「未使用」として扱います。

既納使用料の２分の１の額 既納使用料の４分の１の額

既納使用料の３分の１の額 既納使用料の６分の１の額

未使用の場合 既使用の場合

既納使用料の３分の２の額 既納使用料の３分の１の額
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Ａ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

巡回バス停留所

飯盛霊園

Ｂ いこいの広場前

Ｃ ５区１５列横

Ｄ アスレチック広場前
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